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団体交渉　と　賃金決定

-J. Penの理論を中心に-

岡　　部　　市　之　助

(OKABE ICHINOSUKE)

戦後わが国では団体交渉に関して書かれた著書･論文はおびただしい数にのぼる｡しかしそれらが

取扱うのは,あるいわ交渉の態様であり,制度･法理や交渉の持ち方ではあっても,交渉そのものが

いかに行なわれ,またそこで用いられる各種の戦術がいかなる動機に基づくのか,あるいわまた,そ

れらが妥結を有利ならしめる手段として一体いかなる意味をもつか,など,そうじて団体交渉そのも

のにまつわる基本的な諸問題について正面から分析を加えたものは殆んど無かったといってよいので

はなかろうか｡

Shackleは交渉理論が答えねばならぬ問題群として

1. a　交渉過程の結果は確定的なのかどうか｡若しそうならば,いかなる意味で確定的なのか｡

b　結果が確定的な場合も,不確定な場合もあるとすれば,いかなる状況のもとで確定的となる

のか｡

C　交渉を現実に進めていく以外,確定的な解を確認しうる方法が存在するのか｡

d　確定性の条件は実際に実現されるか｡

2.いかなる状況のもとで交渉は協定に達せずに終るか｡

3. a　各当事者はいかなる手段によって自分達の希望する性格を最終協定にもり込むか｡これらの

手段は相手の噂好や信念を変化させることから成り立つのか｡

b　交渉が若し,相手の信念を変化させる各種の試みを含むとすれば,そうした目的のために欺

臓が含まれるのではなかろうか｡若しそうだとすれば,交渉は納得のいく結論に達するためのフェ

アな方法としては(不適当なものとして)断罪されるのではなかろうか｡

C　それぞれの交渉団体がどういう種類のことを相手側にかくそうとするか｡また相手側の信念

に影響を与えようとするのはどういう事態についてなのか｡

d　相手が懐いている特定の信念を変化させたり,弱化させたり,あるいわよりしっかりと定着

させたりしようとする場合,どのような手段が各パーテ一に用いられるのか｡

e　相手側のメンタル･ピクチャーmentalpicture　をより不確実ならしめることは,お互に役

に立つことなのか｡

4.多項目同時交渉の際,実際を偽って,ある項目に重点を置いているかの如く見せかけることが,

有利な場合があるか｡
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5.交渉の結果や延引によって公衆が甚だしい害をこうむるような場合,交渉項目を限定したり,あ

るいわ拡張したりして,妥結させたり,それを早めたりできるのか｡

6.本質的には統一性のある一貫した交渉の中に,多数項目が含まれているような場合それぞれの交

渉過程が一つの項目を含むような交渉過程の系列に分割されるのが有用なのかどうか｡

7.多項目交渉の場合,いかなる立場,いかなる要因が｢手続｣に属し,またそれはいかなる役割を

果すか｡

8.交渉にはある非対称性,例えば行動を最初に起した方が常に有利になるというようなことがある

のだろうか｡そうした利益は売手によって享受されるのか,それとも買手によって享受されるの

か1)0

という8項目を挙げているが,これらは極めて広範な問題領域を含んでおり,これに答えることは

至難である｡むしろここに要求されているような点は交渉理論に課された,今後の課題であって,覗

時点では殆んど手がつけられていないとさえいえるのではなかろうか0

確かにいわゆる｢労働経済学者｣と称される一群の人々によって,団体交渉に関する研究は極めて

精力的に押し進められてはいる｡しかしそれらの研究の多くは,今迄のところ実証的な面に指向され

ていて,それらから一般的命題や法則を引き出すには至っておらないと思われる2)｡これに対して経
＼

済理論の分野では賃金理論はあっても,小数の例外を除いて3),団体交渉理論は皆無であったといっ

ても過言ではないであろう｡

以下この小稿で述べようとするのは,これら数少い団体交渉理論の一つと考えられる, Penの理論

に他ならない4)｡もちろんここで取扱うのはShackle　の問題提起のうち,ごく限られた一部,主と

して(3)に属する領域にすぎないことを始めにことわっておく｡

(i)

交渉両当事者の選好状況が与えられ,賃金が提案されれば,それぞれの当事者はこの賃金からある

一定の満足を期待するであろう｡このような満足をいまオフェリミティ　ophelimity　と呼べば,この

オフェリミティは提案される賃金が異るにつれて違った値をとるであろう｡かくてわれわれは交渉賃

金と,それから期待される満足との間に一つの函数関係を設定することができる｡それをオフェリミ

ティ函数と呼べば,それは組合･使用者に対してそれぞれ　L(w) , E (w)と書くことができる｡

更に彼等が目指す最適賃金をそれぞれW/, weとすれば, (この両賃金は異るのが普通である｡もし

それが同一ならば,交渉やかけ引きは最初から問題とならないであろう)これに対応するオフェリミ

ティはL (wi)およびE (we)である｡また交渉が行なわれるのは言うまでもなくW^>Weの場合

に限られるであろう5)-

さて交渉は常に平和樫に行なわれるとは限らない｡団体交渉が力を背景にもつ労働組合と使用者と

の交渉であるとすれば,交渉の過程では常に紛争の生ずる危険がつきまとっているともいえよう｡若

し不幸にして紛争が生じストライキやロックアウトが打たれるとすれば,組合にしろ使用者にしろ,
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こうした事態から損害をうけることは言うまでもない｡労使のそれぞれが紛争からうける損害の予想

をLc,Ecとし,これを紛争オフェリミティconflictophelimityと名づけよう｡このような損失の

大きさは,使用者の場合,組合による労働力供給の停止,すなわちストによってこうむる経済上の損

失はもちろん,社会的信用の喪失,精神的打撃など,すべての損害が含まれる｡これに対し組合側で

はスト期間中の賃金カットは言うまでもなく,その間の生活を賄うための貯金の引出しなど,多くの

損害をこうむるであろう｡兎まれ交渉の両当事者は,交渉過程の各段階で,一方では提案賃金から得

られる予想オフェリミティを,他方紛争から期待される損失を常に考慮しつつ交渉にあたると見なけ

ればならない｡

われわれは先づ組合(交渉委員)の均衡条件から始めよう｡

現在交渉中の賃金をW,組合代表者の最適賃金をwe,同じく紛争オフェリミティをLcとしよう｡

交渉中の賃金Wを承認せずに,組合がねらっている賃金weを実現するために交渉を続行しようと

決意する場合,組合がこのことを通じて得られるであろうと予期する地位の改善は,L(ws)-L(w)

に等しい｡(これは契約オフェ′リミティcontrctophelimityと称される)これに対し,交渉を続

行すれば,その間に紛争が生ずるかも知れない｡だから若し紛争が生ずれば,それによって組合は

L(w)-Lcの損失をこうむる危険があろう｡ところでいま,このような危険の生ずる確率をr%と

すれば,彼が交渉を続行するであろう条件は,交渉続行から得られる利益の確率値が,それを通じて

生ずるかも知れない損失の確率値より大でなければならないということであろう｡かくて交渉続行の

条件として次の(1)式

(1-γ)〔L(w*)-L(w)〕>γ〔L(w)-Lc〕-�"(1)

が得られる｡この条件が与えられる限り,組合リーダーは交渉を進めるであろうが,彼が交渉にピリ

オッドを打ち協約を結ぶに至るのは

(1-γ)〔L(w/)-L(w)〕-γ〔L(w)-Lc〕-�"(1)′

の条件が充される場合であろう｡(もちろんこの場合彼は極めて冷静に利害を打算しなければならな

い)条件(1)′式からγの極大値を求めることができる｡それは

γ-L(w^)

max-T/二を廻6,-･･‥(2)L(w/)-Lc

として与えられよう｡従ってこの値は｢もし彼(組合リーダー)が確率論的知性actuarialmentality

の所有者であれば,どの程度の紛争の極大危険を冒すかを示す｣ものである7)｡だから交渉中のある

段階--それは相手側提案賃金の拒否であることもあれば,自らの賃金提案であることもあろう-

がγmaxより大きな危険を予想させれば,組合リーダーはこの一歩を踏み出さずに,現在交渉中の賃

率を認めて交渉を妥結せしめるであろう｡これに対して期待される紛争の危険がγmaxより小さけれ

ば彼はwCに到達するための努力を続ける筈である｡従って-交渉者の均衡条件は

L(W′)-L(w)
------γ-0-蝣3
L(w/)-Lc

によって与えられるであろう｡ここにγは言うまでもなく期待される危険expectedriskである｡
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換言すれば,組合側委員が冒してもかまわぬと,主体的に考える危険の極大値　γmax　とは独立に,

交渉相手たる使用者がある限界(すぐ後に説明する)に到達すれば,紛争を引起すかも知れないか

ら,組合リーダーは彼の意図とは別個に,使用者側から引起される可能性のある紛争の危険をも考慮

して,その時点における行動を決定しなければならない｡かくて行動の決定要因はγmaxとγとであ

り,しかもこれら両者は明確に区別されねばならない｡ Penは前者を攻撃性向の確率指標　actuarial

index of the propensity to fight,後者を単に危険riskと呼んでいる8)0

では組合リーダーが現実に紛争の危険を感ずるのはどのような場合であり,それはどの程度なので

あろうか｡これを考えるためにはわれわれは使用者側の態度を考えねばならぬであろう｡使用者は一

体どのような場合に契約よりも争議の方を選ぶであろうか｡それは彼の純契約オフェリミティがゼロ

またわそれ以下になるような場合であろう｡すなわち使用者のオフェリミティ　E(w)が彼の紛争オ

フェリミティEcとなんら選ぶところがなくなるか,またわ後者の方が大きくなるような場合には使

用者は紛争にかり立てられると考えられる｡かくて交渉相手が紛争に追い込まれる極限状況は

E(w) -Ec- O　　�"(4)

で示される｡ところでE(w)もEc　もいずれも組合リーダーには未知である｡だから使用者の純輿

約オフェリミティがどれ位の大きさかは,組合リーダーにはただ推測できるにすぎない｡従って組合

リーダーの,相手側E(w)-Ec　に対する推測値がゼロに近づくほど,彼の期待する紛争発生の危険

性γは1に接近する｡もし組合リーダーが使用者の状況について完全な知識をもっているとすれば,

E(w)-Ec-Oなる限り,彼のγはγ-1となり,反対にE(w)-Ec>0ならばWが契約領域9)にあ

るかぎり　γ-0となるであろうが,このような完全知識の想定は現実と全くかけ離れており到底認め

られない｡だから相手の状況についての知識の不完全性のためにγは0<γ<1の範囲の値をとり,

上記のごとく　E(w)-Ec　の推測値がゼロに近附くにつれて1に接近するであろう｡従って組合リー

ダーのγ　と使用者の純契約オフェリミティの推測値との間に函数関係の存在を認め,それを　Fc　と

すれば,

r-Fe 〔E(w) -Ec〕　�"(5)

と書くことができる｡上の説明からわかるように縦軸にγ,横軸に　E(w)-Ec　を測ったグラフでは

Fc函数は右下りとなり,曲線のγ軸との交点は1となるであろう｡そしてこの函数は組合リ-ダー

が相手側たる使用者の状況の推測に基づいて,どの程度紛争の危険を感ずるかを示すものであから,

Penによって相互配慮函数correspection functionと名づけられている10)｡

かくて(3)式で与えられた組合リーダーの均衡条件は(5)式を考慮すれば

笥洋一Fc 〔E(-)-Ec〕 - 0-･- (6)
と書き攻められるであろう｡しかし(6)式の条件はZeuthenがやったように11)組合リーダーが確率

論者がもつような極めて冷静な判断のもとに,彼の行動を決定するという想定に立って得られたもの

にすぎない｡現実の交渉者が常にこうした態度で交渉の場に臨んでいるとするような想定は到底うけ

いれ難い｡従ってわれわれは次にこのような非現実的想定を撤去しなければならぬであろう｡
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きてわれわれがここで確率的知性といっているのは,Aの価値をもつ事態がⅩの確率で生ずるた

めに,最大限Ⅹ/100-Aに等しい犠牲を冒してもかまわないと考えるような主体の性格に他ならな

い12)交渉当事者が常にこうした知的態度をもっているわけではない｡従って彼は不確実な事態に

対して,Ⅹ以外の例えばyという確率値を与えるかもしれない｡だからいまy-め(Ⅹ)と書けば,

これはその交渉主体の危険に対する評価を性格づけるであろうOそして¢は危険評価函数riskvalu-

ationfunctionと名付けられ,主体の選好に関する与件とされる】･3)｡

もし組合側交渉委員が紛争の危険を中立的に,すなわち確率論者がやるように評価するならば,彼

の(Sg)はrmaxと一致するであろう｡これに対して彼が危険を中立的には評価しない場合,γmaxで

はなくScが彼の行動を決定する危険評価値でなければならない｡当事者が危険をプラスの方に評価

する場合,すなわち彼が危険を冒しやすい性向をもつような時にはSi>nである｡反対にもし危

険に対して消極的性向をもっておれば,すなわち彼がどちらかというと慎重なたちの人間であれば,

SKnである｡Scとγmaxとの関係は上記の危険評価函数¢に他ならない｡かくて

sc-¢g(γx)-¢'L(

_L霊講c.-�"(7)

となる｡γmaxは攻撃性向の確率指標と名づけられたが,これに対しScは攻撃性向propensityto

と名づけられる｡

組合が承認し得る最低のWは,交渉から期待されるオフェリミティが争議から期待されるそれとな

んら選ぶところのないようなW,すなわちL(w)-LcなるWである(2)式から明らかなごとく,この

場合γt-lであるから14)彼は使用者がいかなる脅しをかけようとも交渉を打ち切って争議に

入るであろう｡けだしたとい争議に入るとしても彼はなんらの純損失をもこうむらぬからである｡

これに対しW-W/ならばどうか｡この場合(2)式よりγc-0となるから,期待される紛争の危

険(γ)がいかに小さかろうと,組合側委員は一歩たりとも前進せず,直ちに現行交渉賃金で妥結し

ようとするであろう｡たとい彼が確率的知性をもたない場合でも,交渉続行からの期待利益L(wf)-

L(w)はゼロとなるから,その賃金水準で交渉は妥結するであろう15)｡しかしこれら両極端の中間

ではSc≠γmaxであり,Scがどの方向にどれ位γmaxから帝離するかは,¢によって決定されるであ

ろう｡ただ¢の性格そのものは,交渉主体の性格に深く根ざすものであり,経済学にとっては与件と

考えねばならぬ｡

かくてわれわれは(7)式を考慮すれば,組合リーダーの交渉妥結の条件を(6)式に代え

--て呈-L｣
--Lc二 -Fc〔E(w)-Ec〕- 0-　�"(8)

としなければならない｡この方程式を満足するWの値で組合側委員は交渉を妥結させるであろう｡

さてこうした形に定式化することによって,われわれは組合リ-ダ-に対し,交渉過程で極めて複

雑な計算を強制しているかの如く思われよう｡しかしそれは誤りである　Penも言うように｢方程式

(8)の中で見出される『法則』は,諸事実がそれに従わねばならないという意味での不可避的必然なの
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ではなく,ある事実-ここでは交渉者の行動-がそれによって知的に接近される道具を与える参

照図表なのである｡事実そのもの-交渉者の知的過程-がその『法則』に従うのではなく,事実

の分析がそれに従うのである｣ 16)

ここで(8)式の意味するものをもう少し追求しておこう｡この式は所与の交渉段階で,組合リーダー

がなぜwlを拒否して, W2　を最終的に承認するかを教える｡けだしwlでは組合リーダーの攻撃性

向>期待される紛争の危険という関係があったからである｡これに対しW2では事態は異る｡この場

合W2以上への賃率の引き上げは,攻撃性向の許容する以上の危険をもたらしたかも知れないのであ

る｡組合にとってwlよりもW2の方がより有利だということはあろう｡しかしそれが必ずそうだと

いうわけではない｡けだし一般に,より不利な賃率では攻撃性向が大きいとしても,同時に紛争発生

の畏れが,その不利な賃率を承認せざるを得ないほど増大することが生じ得るからである｡こうした

場合,組合リーダーが争議に対し特別の偏向をもつ人間でない限り,たといW2よりは不利であって

ち,当該時点ではwlで交渉を妥結せしめることとなろう｡従って組合リーダーの行動について明確

な説明を与えるためには,彼の危険に対する態度と彼のオフェリミティ函数が知られるのみでは不十

分であり,更に交渉相手の純オフェリミティと相互配慮函数が知られねばならぬことがわかる｡

(Ⅰ)

以上では-交渉者-組合交渉委員一一の均衡条件が追求された｡しかしそれはどこまでも事態の

一面にすぎない｡けだし交渉を妥結せしめるのは交渉の両当事者だからである｡一方の交渉者が交渉

の終結点に達しているとしても,相手が紛争の危険を上廻る攻撃性向をもっているならば,一方が妥

結したいと思っても,他方はなお交渉を続行し,より有利な立場に到達しようとするからである｡従

って団体交渉が最終的に妥結するためには,労使各交渉委員の妥結条件が同一賃金率で,同時に満足

きれねばならない｡

団体交渉における対等の原則からすれば,使用者側代表についても,ほぼ同様な理論があてはま

り,従って(8)式と類似の(9)式が与えられる｡

団体交渉の妥結賃金率はこれら両式を同時に満足させるものでなければならない｡即ち

¢fL(w<)-L(w)
IL(w/)-Lc〕 -Fi〔E(w)-Ec〕- 0 -　�"(8)

･e 〔些鎧トF<L(-トLc〕-0-�"(9う〔註〕誓言三芸冨㌘者のものである

を同時に満足するWにおいて団体交渉は妥結する筈である｡しかしここには一つの問題がある｡とい

うのは,一つの未知数Wに対して独立方程式は二つ与えられているから,体系はオーバー･デタミナ

ントになるのではないかということである｡一般に(8), (9)式は交渉初期には対立的であり,交渉の均

衡点は到達されない｡従って交渉両当事者はこれが両立し得るように配慮しなくてはならない｡そし

てここにこそ交渉の本質が横たわっているのである｡すなわち交渉過程の機能は方程式中のパラメー

ターや諸函数を変化させることによって二つの式を両立し得るに至らしめることの中に存するので
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ある｡だから交渉過程の分析とは,両式に含まれているパラメーターや諸函数関係がいかに変換され

るかの分析であるといってさしつかえない｡

このような変換は交渉過程で,労使の両当事者が相手側の立場に関して理解を深めたり,圧力を加

えたり,あるいわそれらのことを通じて自らの選好を変えようとしたりすることから生ずる｡さらに

かかる変化は漸進的･意識的に生ずることもあれば,突然に無意識に生ずることもある｡そして交渉

過程中に用いられる各種の戦術･戦略は,その大部分が相手側の態度を変化させたり,または相手の

考え方をおびき出したりすることをねらっているともいえよう｡以下われわれはこのような変化が交

渉の経過中にいかなる仕方で生ずるか,交渉に際して用いられる各種の戦術が一体なにをねらいとし

ているかをみよう｡

方程式の第一の要因は危険評価函数¢であるが,これは前述の如く経済学にとっては一般に与件と

考えるのが適当であろう｡けだしこれは交渉両当事者の生来の性格,例えば浜重なタイプだとか,好

戦的性格だとかに支配されるからである｡もちろんだからといって,それが交渉の全経過申,不変で

あるといおうとするのではない｡しかし,それが人間の性格に深く根ざすものである限り,個々の交

渉中に用いられるような一時的策略などでは容易に変化するとは考えられない｡ γmaxを低評価させ
●

ようとすることは,相手側から見れば確かに有利であろう｡それは攻撃性向を弱化し,より早く妥結

に導く一方法だからである｡しかしこのことは,相手の性格そのものをある程度変化させることを意

味する｡そしてこのことは極めて困難だといわねばならない｡かくてPen　も言うよタに¢は変化し

ないわけではないが,戦略的な操作の対象としては不適当といわねばならない17)

次にわれわれは攻撃性向の残余の要因,すなわちオフェリミティ函数と紛争オフェリミティに進も

う｡交渉者の攻撃性向は彼のオフェリミティ曲線のピーク18)が,交渉中の賃金率のオフェリミティ

と比べて高い位置にあるほど大きく,オフェリミティ曲線のピークと紛争オフェリミティとのギャッ

プが大なるほど小さい19)｡換言すれば,攻撃性向は交渉続行から予想される利益が大きく,予想さ

れる紛争から生ずる損失の期待値が小なるほど大となる｡かくて交渉当事者は相手に対し,現在交渉

中の賃金率が,相手が考えているよりは有利であること｡さらにオフェリミティ函数のピークは相手

が心に描いているよりはずっと低い賃金率で到達されるであろうことを説得しようとする｡と同時

に,他面,紛争の状況をできるだけ激烈で長引くかの如く措こうとするであろう｡そしてこれらすべ

ての戦術は相手側の攻撃性向を低下させることをねらうものに他ならない｡けだしこうすることによ

って相手側の交渉続行の意志を弱化させ,早期に交渉妥結へ導き得るからである｡

組合側の大幅賃上げ要求に対して,使用者は,そのような要求が企業経営を圧迫し,事業を困難な

らしめ,解雇せざるを得ないような事態の発生となるかも知れない点をほのめかし,要求をより穏当

なものにするのが組合側にとっても利益であることを指摘したり,不況ムードを作り上げて組合側の

最適賃金wcをできるだけ低めて,彼等のオフェリミティ曲線のピークを自己陣営のそれに近附けよ

うと試みる｡これに対し組合側委員は高賃金が労働者のモラールを高めるばかりでなく,有効需要を

刺戟することによって,景気を上向かせる重要な契機であることを強調する｡
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他方争議が相手側に対して与える負のオフェリミティを誇張て,相手の紛争オフェリミティを引き

下げ相手の攻撃性向を弱化させようとする策略は民主的な労使関係の世界では,それほど一般的では

ないように思われる｡交渉過程で,このような策略をとることは交渉場の雰囲気を悪化させる危険を

妊んでいるからである｡そして交渉場裡の雰囲気が悪化すれば,理性よりも感情が優先し,お互に自

己の主張の今が語られ,相手側の説明は聞き入れられず,相互理解の途は閉される可能性がある｡し

かし,だからといって,このような方法の利用が常に回避されねばならぬというわけではない｡例え

ば相手の出方いかんによっては--相手があからさまに威圧的態度を示すような場合--ストライキ

が相手に与える大きな打撃を示唆して,相手の認識を改めさせることも必要であろう｡団体交渉が労

働組合の団結力を背後に秘めた話し合いであるという点からいえば,ある意味ではこのような策略は

団体交渉の基本的性格であるとも考えられよう｡だからこそ組合は時にはスト権を確立して団交に臨

むという手を用いるのだともいえる｡しかしこうした組合側のやり方がある場合には,相手の攻撃性

向を弱める代りに,反って彼等の態度を硬化させ,事態をより困難に導くことがあることも,事実と
e�"�"�"�"

しては認めねばならぬであろう｡ (このような意味で組合側委員は感情的にはやりたつ一般組合員を

説得して冷静にもどらせるということも必要かも知れないd　また使用者側委員の中には場合によって

は,無暗と首切りや,会社解散を口走る社長に対して,それが相手に反って逆効果を与えるにすぎな

いことを忠告するものもあるかも知れない)

以上のごと､き諸方法-相手側オフェリミティに直接影響を与えようとする-は交渉場裡でしば

しば用いられる方法であるが,しかし｢口の達者｣な相手にかかった場合,その効果は極めて疑問で

ある｡というのは,相手を説得しようとする試みは,相手に,どのような点に気をつけて交渉に臨ま

ねばならぬかを教えることになり,どのような点に説明の力点を置く必要があるかに気付かせること

にもなろう｡そして口の達者な委員ならば,自己の主張の正しさを説明し得る十分な力をもっている

かも知れないからである｡兎まれこのような方法は,上の説明からも知られるように,団体交渉に

際して相手側が自らの行動を決定しようとする場合,相手自身の攻撃性向の基礎となっている諸要

因20)に影響を与えようとするものにすぎない｡従ってこの点から見れば,こうした政策の効果には

余り多くを期待できないともいえよう｡

さて交渉場裡では常に理性が支配しているとは限らない｡上でも触れたように,団交の場では単な

る打算や冷静なカケ引きを越えた,非理性的な要因が強く働く場合がしばしば生ずる｡組合側委員の

眼から見れば,所与の状況のもとで実現困難と思われるような賃上げ額が,大衆討議の結果決まるこ

ともあろう｡大衆の要望を担って交渉場に出席する組合側代表は,このような一般組合員の要望を裏

切るような行為は,彼の信望を堵けるのでなければ不可能であろう｡もちろん彼は大会での討議の過

程で,できるだけ自らの考え方を一般組合員や代議員に説明し,納得をうるよう努力するであろう

が,要求額が大衆討議の結果一度び決定きれれば,それをできる限り尊重して,交渉にあたるのが委

員としての任務であろう｡しかし交渉は敢くまで｢カケ引き｣である｡事態の推移に応じて相手に対す

る対応を変えねばならぬのが普通であろう｡だからこうした事態のもとでは組合決定の賃上げ額も,
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そのまま通るという保障はない｡それにもかかわらず代表は組合決定の基準を守らねばならない｡こ

のようなジレンマを克服するためには平和裡の説明のみでは目的を達し得ないことがしばしばであろ

う｡団交は緊張した空気に包まれ,雰囲気は硬化する｡そして,こうした事態は話し合いを一層困難

にする｡威信が幅をさかせるに至るのはこのような状況においてである｡交渉が平和裡に行なわれて

おれば引込めえたような要求も,こういった状況のもとでは｢面子にかけて｣引込め得なくなる｡か

くて組合代表のオフェリミティ函数は要求賃金で鋭いピ-クを示すとともに,他方使用者側でも　r引

くに引けない｣意地から,彼等の提案賃金に固執し,この点で使用者側代表のオフェリミティ函数も

鋭いピークを示すことになろう｡友好的雰囲気のもとでならば,お互に歩み寄って,話し合いの結

栄,両オフェリミティ曲線のピークは按近し妥結をより容易ならしめたであろうものが,このような

状況のもとではピークは相互に帝離し,それが非理性的感情にまで高まると相手側オフェリミティ函

数の変換は殆んど不可能となる｡そして両当事者が理性を失い,全くの悪意から,紛争そのものに大

きな正のオフェリ　ミティを附するまでに至れば,もはや事態の収拾は不可能となり,争議の発隼は不

可避的となろう｡

わが国中小企業の団体交渉によく見られるように,使用者の前近代的な労使関係観が理性よりも感

情を露骨に示し,組合は組合で,団交に不慣れなことやなんでもかんでも要求を一時に実現しようと

する態度などのため,初めから話し合いの場を失い,一歩一歩事態を困難に陥れ,遂には使用者は組

合をつぶすことを,組合は使用者に｢いたで｣を与えることがあたかも最終目標ときれているかの観

を呈するような場合,争議そのものが双方に正のオフェリミティを与えることによって,争議は必然

的となるばかりでなく,いつ果てるともない泥沼闘争化するのである｡このような場合,両者の攻撃

性向は異常に昂まり,流血の惨事をも敢えて辞さないまでに至ることもあろう｡交渉当事者にとっ
■

て,これ程不幸なことはないといわねばならぬ｡けだし団体交渉の究極のねらいは,争議にあるので

はなく,相互の話し合いを通じて,自己の労働条件をより有利なものとすることにあるからである｡

もちろん争議がすべてマイナスのオフェリミティしかもたらさないというのではない｡争議を通じて

組合員の団結が強化されたり,団結の威力を発揮することによって将来の団交における有利な発言の

キッカケを作るというようなこともあろう｡しかしこのような非経済的な面にはこれ以上触れないで

おく｡

さて以上述べたような非理性的な要因にもとづく攻撃性向の変化-それは全体として交渉場裡の

雰囲気を左右するものであるが-は,できるだ避けられねばならない｡交渉をより快適な雰囲気の

もとで運ぶために当事者がやる各種の試みは,上述のごとき,柏手のオフェリミティを変えようとす

る直接的な方策とは区別されねばならない｡これら両者はいづれも相手のオフェリミティに向けられ

てはいるが,後者は交渉の雰囲気を通じてオフェリミティに影響を与えようとするものであり,交渉

に際して,一般に前者よりも重要な役割を演ずるように思われる｡ ｢話し合いのできる状況｣を作る

のが,団体交渉にとっては先決だからである21)

以上われわれは攻撃性向がいかなる方法によって変容されるかについて述べたから,次に方程式の
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第二項,すなわち相互配慮函数に進もう｡この函数の規定要因は式から明らかなように相手側の純契

約オフェリミティ,すなわち相手側のオフェリミティと紛争オフェリミティの差である｡そして前節

で革明したごとく,この差がゼロに近附くほど紛争に対する危供は増大する22'｡このことは交渉相

手がこちらのオフェリミティを過少評価することによっても,また反対に,こちらの紛争オフェリミ

ティを過大に評価することによっても生ずるであろう｡これは言うまでもなく交渉者にとって有利に

作用しよう｡けだし相手は,こちらが紛争を惹き起すかもしれないという大きな危倶(主観的なもの

であるが)をいだくことになるから,要求への固執をそれだけ困難ならしめ,相手の譲歩をより容易

にからとる可能性が生ずるからである23)　この意味で相手側による純契約オフェリミティの過少評

価は双方にとって有利である24)｡　だから交渉者達は,互に相手がこちらの純契約オフェリミティを

過少推計するように仕向けようとするであろう｡ではこのめに彼等はいかなる手を便うであろうか｡

先づ第一に,相手の賃金提案が承認しがたいこと,従ってそれが低いオフェリミティしかもたらさ

ないという点を指摘して,相手側の見解に直接の作用を与えようとする｡第二に自らの紛争オフェリ

ミティをできるだけ高く見せかけることによって,相手に大きな紛争の危倶を感じさせようとする｡

使用者側の出方いかんでは,いつでもストに入れる準備はととのっているというような宣伝をやり相

手の危快心をかき立てるごときである｡

このように相手側の相互配慮函数に直接的な作用を及ぼそうとする策略とは別に,より間接的では

あるが,交渉場裡で用いられる諸戦術中最も重要と思われる第三の方法がある｡それは相手側から見

れば,到底やれそうもないというほどの積極的攻勢をとることによって,相手側に(こちらが)低い

純契約オフェリミティしかもっていないような印象を与えようとする方策である｡いわゆる｢陽動作

戦｣はこの部類に入るであろう｡換言すればこの方法のねらいは相手側の判断を誤らせるために,実

際にはやれそうもない攻撃をしかけるということである｡ではこの種の戦術はわれわれの諸概念でい

かに説明されるであろうか｡組合リーダー白身の当該行為の評価と使周者が同一の行為･に対して行な

う評価とは区別されねばならない｡この種戦術のねらいは使用者を誤解させること,換言すれば,組
)

合側の行なうそのような行為から,使用者が受けるであろう危険性を組合リーダーが計算する危険性

よりも大ならしめることである｡後者は組合の攻撃性向よりは大ではあり得ない｡さもなければ彼は

かかる行為を到底なし得なかった筈だからである｡けれども前者-使用者がその行為を通して受け

とる危険性-は組合リーダーの攻撃性向よりは大となり得る｡危険性に関する両者の評価の間にこ

のような帝離を生み出すことは,かかる戦術の目的そのものに他ならない｡だから組合リーダーにと

っては偽りの要求に固執するのが彼の意図なのではなく,必要とあれば,紛争回避のため,要求を引

込めるべきだということを先刻承知なのである｡だからこそ使用者は組合の状況について誤った印象

をもつのである｡かくて組合リーダーは極端な場合,偽りの最後通牒を発することすらあるであろ

う｡そのねらいは,すでにこの線で,組合側では契約領域の限界25)に到達しており,これ以上使用

者側が頑張れば,当然100%の紛争の危険が生ずるのだという(誤った)印象を彼に植えつけようと

することである｡
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従って,組合側の純契約オフェリミティはこの点では,まだゼロではなく,正のある値を示し,･事

実上紛争を引き起そうとは思っていないであろう｡だから組合リーダーは紛争を100%の確実さで期

待もしなければ,最後通牒が使用者の拒否にあうであろうという事態すら期待してはいないのだ｡け

だし,もし使用者が頑強であれば,組合は偽りの最後通牒を撤回しようと考えているであろうからで

ある｡この場合仮りに使用者が,このゲームの意図を見通すことができず,それを本物の最後通牒

だと誤解して,拒否するとすれば,その場合には使用者側の攻撃性向は100%となっている筈であ

る26)｡

もちろんこのような組合側の戦術が常に成功するという保証はない｡ことの次第では組合リーダー

が当初考えていたよりも,最後通牒を引込めるのが困難となり,そのため偽りの最後通牒が本物とな

って,争議が不可避的となる可能性もあろう｡しかしこのことは前述したような,オフェリミティ函

数のシフトが起り,組合のオフェリミティ函数のピークが,最後通牒を形成する要求賃金水準に一致

し,それ以下のいかなる賃金率も,組合側に負の純契約オフェリミティしかもたらきなくなっている

こと,その結果,最後通牒での要求賃金が契約領域の限界となってしまったことを意味するものであ

る｡

このように見てくると団体交渉とは,各種の策略を弄して互に相手を偽り,できるだけ自己に有利

な状況を作り出すことにつきるかのように思われるのかも知れないが,それは事態の一面にすぎな

い｡だまされる側から見れば,そのような相手の戦術を見破って,相手の立場をできる限り正確に理

解することこそが要求される｡しかし団体交渉の過程が,本来,相手との取り引きであり,相手の出

方いかんによって,自らのとるべき態度を決定することから成るとすれば,他の主体の出方がどうな

るか,またそれを規定する諸要因がどのように変化しつつあるかを,正確に判断することなどは,し

ょせん不可能であろう｡

こうした点から団体交渉理論において,相手側に関する完全和識を想定することは極めて危険であ

るといわねばならない｡ Hicksがやったように27)抵抗曲線や譲歩曲線の全域をあたかも既知であるか

の如く取扱う仕方は,この意味で交渉の本質を見誤ったものといわねばならぬ｡もし交渉当事者の双

方に完全知識を想定してかかるならば,団体交渉につきものの戦術や戦略は当初から意味をもたない

こととなろう　Penも言うように,団体交渉には常にある程度の不確実性はつきものなのであって,

このような不確実性が存するからこそ,協約が締結されるのだとも言えよう28)｡　団体交渉の過程で

は,多くの戦術や戦略が実際に用いられる｡そしてこれら戦術のねらいはわれわれが上で具体的に説

明を試みたように,あるものは相手の知識の誤りを訂正することであり,また,あるものは知識の不

完全性を利用して,相手を偽ることである｡だからこうした戦術が戦術としての意味をもつのは,相

手が完全な知識をもっているからではなく,それをもっていないからだといわねばならぬ｡そしてこ

うした戦術を弄して相手側のオフェリミティ函数のピークを少しでも自己のそれに近附け,おどしゃ

偽瞳を用いて,相手の攻撃性向や紛争への危供を,自己陣営に有利になるように変化させることを通

じて意図する賃金率で妥結をもたらそうとするところにこそ団体交渉の本質が存するのである｡団体
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交渉とは,データを与えて計算器にかければ,ひとりでに結果がでてきて,その点で妥結するという

ようなものとは本質的に異なる｡それはすぐれて主体的･戦術的であると共に,反面極めて冷静な判

断を刻々に要求する極めてダイナミックな動態過程であるいわねばならない29)｡

さて交渉過程の木質が上のような点にあるとすれば,その成否は交渉両当事者の能力に大きく依存

することとなろう｡従って,われわれはここで,いわゆる｢交渉能力J ability to bargain　と称され

るものの内容に-暫を与えよう｡

交渉者は自己陣営の利益になるように相手の状態を変化させねばならない｡だからもし,相手側の

危険評価函数〔¢〕が与えられれば,交渉者は柏手の最適賃金率〔wCまたは　we〕が彼自身の最適賃

金率〔we　または　wc〕に近附くように,相手側のオフェリミティ函数をシフトさせねばならない｡

このためには交渉の雰囲気をできるだけ友好的なものに保たねばならぬであろう｡いやしくも相手側

を感情的に刺戟するような行為は回避さるべきであろう｡第二に交渉者は相手側の紛争オフェリミテ

ィを引き下げ,相手の攻撃性向を弱化きせねばならない｡第三に--そしてこれが彼の努力のうちで

最も重要なものであろうが-相手の相互配慮函数を自己に有利になるように操従しなければならな

い｡そしてこの点に団体交渉戦術の主要部分が向けられているといえよう｡最後に第四として,彼は

これら三つの試みが相手側からしかけられた場合,それに乗ぜられないようにしなければならない｡

特に相手が,自分の純契約オフェリ　ミティを偽装したり,隠蔽しようとするような場合,それについ

て正しい判断をなし得る能力をもたねばならぬであろう｡だから交渉能力とは｢自己に有利になるよ

うな上記の諸変換活動を起させる交渉者の個人的才能｣ 30)である｡かくて相互配慮函数の操従と

か,自己の純契約オフェリミティを低く見せようとするための各種の戦術の適時適切な利用,これう

こそ交渉能力の最も重要な側面をなすものといわねばならない81)｡

(Ⅱ)

この節では以上二節の分析で用いられた概念の図表化を試みよう｡われわれの分析にとって最も基

本的な概念は交渉両当事者のオフェリミティ函数と紛争オフェリミティとであろう｡第Ⅰ節で触れた

ようにオフェリミティ函数は提案される種々の賃金率と交渉当事者がそれから得ると期待する満足,

またはオフェリミティとの間の函数表である｡従ってそれは賃金率水準が高いほど大きな値を示すの
∫

が普通である(組合の場合) ｡これに対し使用者にとっては賃金は労務費乃至人件費となるから,そ

れが低い方が彼のオフェリミティは高いであろう｡しかしだからといって,組合側が無暗と高い賃金

要求を出せば紛争の生ずる危険があり,それによって組合は賃金カットその他の不利益をこうむる｡

そして極端な場合には組合員外のアウト･サイダ-によって職を奪われるかも知れない32)｡だから

組合側でも,高い賃金が高いオフェリミティを与えるといっても,それは要求賃金と共に無限に高ま

り得るのではなく,所与の経済･経営状況のもとでは,ある一定の限界値をもつであろう｡反対に使

用者側についても低い賃金ほど高いオフェリミティを与えるといってち,組合側の要求を頭から拒否

する態度をとることは,それが労働者達の｢要求｣であっただけ,彼等のモラールを低下させ,生産
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停滞をもたらすかも知れない｡そればかりではなく組合の要求を全く無視するような回答をおしつけ

れば,当然組合側の反擬に会い,ストやサボのような紛争を引き起すことも予想される｡いうまでも

なく,こうした事態の発生は使用者にとって直接間接に大きな打撃を与える｡かくて使用者側でも所

与の状況のもとでは,どこかに極大満足を与える賃金水準が存在する筈である｡そして一般には組合

側最適賃金は使用者側のそれより大きいであろう｡下の図はそれを示す｡
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図において, L(w), E(w), Lc, Ec,はそれぞれ交渉過

程のある段階における組合側および使用者側のオフェリ

ミティ函数と紛争オフェリミティとを示す｡ (ここでそ

れらが別々に描かれているのは両者でオフェリ　ミティの

スケールが異るからである)組合の最適賃金率は　W7,

使用者のそれはW4である｡そしてこの点で　　　およ

びE(w)はピークを示す｡ L(w)と　Lc　との交点および

E(w)とEcとの交点に対応する賃金　w5, w8は前節

の説明から知られるように,純契約オフェリ　ミティがゼ

ロとなる賃金であり,反面争議発生の危険が100%とな

るという意味で重要である｡換言すれば,前者はこの時

点で組合の承認し得る最低賃金を,後者は同様,使用者

の承認し得る最高賃金を示すからである｡ところで組合

側交渉委員の行動が非理性的な要因によって支配される

ような特別な場合を除けば,組合は最適賃金W7を越え

るような要求はしないであろう｡従ってW8>W7という関係を示す上図は,話し合いの結果,協定に

達するような状況を示している｡この場合現実に取引きが.行なわれる範囲　range of practicable

bargains33)はW5-W7　で示されるであろう34)｡前節で示したように交渉過程では各種の戦術が使

われ,それら戦術の主たる部分は相手のオフェリミティ函数や紛争オフェリミティを自己に有利にな

るようにシフトさせることに向けられていた｡だから以上の説明はどこまでも所与の一時点でのそれ

であって,交渉の全期間を通じて妥当するわけではない｡従って交渉経過中に上の意味での交渉範囲

は当然変化しうるであろう｡

次にわれわれは相互配慮函数で極めて重要な意味をもつ純契約オフェリミティを見よう｡いま所与

の時点での組合のオフェリミティと紛争オフェリ　ミティが,それぞれL(wa), Lcで与えられれば,

賃金　wa　における純契約オフェリミティはL(wa)-Lc-AB　として示される｡これに対してγmax

の分母はwbについてはL(w7)-Lc-TQで示され,分子は　L(w7)-L(wb)-TPで示される｡

従ってwb　におけるγmaxはγmax-TP/TQでありその値は　0<γmaiこく1となる｡

きて組合が当初に予想していたより紛争期間が長引きそうだと考える場合,組合側のL(w)やLc

にどのような変化が生ずるかを見よう｡紛争が長引くほど組合がこうむる損失は大きくなるであろう
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から, Lcは下方に移行する｡このことは一方では組合側要求の最低限界を引下げると同時に,そに

対応する契約オフェリミティを増大させる｡だから　Lcの低下に対応してL(w)の上方移行が生じ,

例えばL′(W)およびL′Cのような移行が生ずるであろう｡すなわち矢印で示されるような方向への

移行が同時に生ずると思われる｡かくて契約領域のボトムは　W5　からW2 -と引下げられ,それだ

け領域を拡大するように作用するであろう35)

更に極端な場合として紛争が永久に続くとすれば,どうなるであろうか｡上の説明からも分るよう

に契約領域のボトムは愈々左方に移る｡そして遂には永久スト,永久ロックアウトに至れば,ストや

ロックアウトはもはや団体交渉戦術としての意味を失い｡あたかも組合成立以前の競争的労働市場

で,労働力の取引きが行なわれるような観を呈するであろう｡図におけるL-(w), E-(w)はこう

した場合のオフェリミティ函数を示したものである｡それは紛争の結末として,他の使用者(または

労働者)と契約が行なわれた場合に予想される各当事者のオフェリミティ函数である｡これに対し

LpおよびEpはもとの相手との交渉を打切り,別の相手と契約を結ばねばならなくなった場合に得

られると思われる実際のオフェリミティを示す｡このことが両当事者に直接間接に大きな苦痛や損失

を与える限り　Lp,　いづれも負値を示すであろうから,かかる不幸な事態での賃金の上限下限は

W9およびwlで与えられよう｡このような限界は上の契約領域に対し競争限界　conpetition limits

と呼ぶこともできるであろう｡

わが国中小企業においては団交-紛争-泥沼争議という経過が遂には企業解散･全員解雇という悲

惨な事態をしばしばもたらすが36)　団体交渉におけるかかる異状な姿は上のモデルによってもある

程度説明できるように思われる｡特にわが国の場合労働移動は多く下降移動であるという点が考慮さ

るべきである｡

最後にわれわれはL(w), LcのL′(w), L′C　-の移行が純契約オフェリミティに対して与える効

果を考えてみよう｡かかる移行は純契約オフェリミティを増大させるが,それは図から見られるよう

に二つの部分から成る｡一つはCAであり他はBD　である｡このうち前者は契約オフェリミティの

増大に基づき,後者は紛争オフェリミティの減少に基づくものである｡かくて予想紛争期間の長期化

に基づき紛争オフェリミティが直ちに変化すれば,それに伴い契約オフェリミティの変化が誘発さ

れ,純契約オフェリミティの変化は加重され拡大された形で表れる37)｡　そしてこれが相互配慮函数

の変数であり,紛争発生の危険がこれによって制約されるとすれば,両当事者が何とかして相手側の

契約オフェリミティや紛争オフェリミティに影響を与えようとして,種々の戦術を弄するのは当然だ

ともいえよう｡

(I?)

以上われわれは　Penに従って団体交渉過程にまつわる複雑な諸事態を整理してきた｡最初にこと

わったように,団体交渉の制度や歴史,またそこで用いられる個々の戦術,それらの戦術の基盤とな

っている,いわゆる交渉力の諸要因,争議の実態調査など,関係著作はおびただしい数にのぼる｡し
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かし交渉戦術を団交過程に即して体系的･一般的に説明しようとする試みは,ごく限られた小数の場

合を除いて,殆んど省みられなかったように思う｡この意味で　Penの労作は極めてユニークなもの

であると共に,高く評価さるべきであろう38)｡しかし,だからといって,このような理論で団交の

事実およびその過程中に生ずる各種の変化が全面的に説明されつくすというわけのものではないO　団
J:

体交渉は極めて複雑な属性をもつ,主体と主体との｢やりとり｣であり,交渉過程での両当事者のメ

ンタリティは刻々と変化する｡相手の出方に対して打つべき手が,交渉のその場,その場で考えられ

ねばならない｡この意味で団体交渉は単に複雑なばかりでなく,それはすぐれて動態的な現象でもあ

る｡更に,こちらの打つ手に対して,相手がいかなる反応を示すかが極めて不確実である｡だから,

こうすれば,必ずそうなるという｢決め手｣は全くないといって差支えない｡もちろん相手の反応の方

向はある程度推察できるとしても,それがどの程度のものとなるかは殆んど未知だと言ってよいであ

ろう｡そしてこのことが団交過程の分析を益々困難にする｡また交渉当事者は理性的にのみ行動する

わけではない｡ある場合には感情のとりこになって,あからさまな紛満や悪意を示すこともあろう｡

Penの構図には,こうした理性的｡非理性的な要因は包含されている｡そしてこれらの要因が交渉

過程でいかなる意味をもつかも説明されている｡しかしその説明は,どちらかというと静学的であっ

て,交渉過程の現実に即した作用-反作用の動態としての説明は弱いといえるのではなかろうか｡

これがわれわれの　Pen理論に対する不満の第一点である｡次に　Penは単純化のためであろうが,

組合側の行動をすべて組合側交渉委員の行動で代表させてシ､る｡しかし現実に交渉委員が交渉場裡に

参加し,相手との話し合に臨む場合,やはり一般組合員の意志を代表するものと考えねばならない｡

むしろ交渉委員の行動は,この意味で一般組合員の要望乃至決定に強く制約されるといってよいで

あろう｡従ってこの面から見ればグループ内で意志がいかに決定されるか｡いわゆる集団意志決定

group decition makingの問題がもっと追求きるべきではなかったかと思われる｡これがわれわれ

の第二の不満である｡
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W7は契約領域W5-W8の外部にあるからである｡

(35)この場合ピ-クはTうT′のように上方に移行するであろうが,それが図のようにTの左方にくるかどう

かは不明である｡しかし紛争期間長期化の予想が組合リーダーをして以前よりも弱気にさせれば,左方への

移行が生ずる可能性が多い｡

(36)そのような事例は,日本労働協会調査研究部｢中小企業における紛争解決の実証的研究｣ (調査研究資料

No.34)や東京都地方労働委員会事務局編｢中小企業における解雇争議の記録｣ (都労委調査シリーズNo.4)

など参照｡

(37)このことは使用者側のオフェリミティについても言えるであろう｡

(38)例えばShackleはPen　のこの論文を,この分野の理論的分析の中で｢最も輝かしい｣業績の一つである

と,最高度の賞讃を与えている｡ G. L. S. Shackle, "The Nature of Bargaining., " Op. cit. P. 309.


